
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ａ１－１９ 製造食品部品及び付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ａ１－１９ 全 製造食品部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ２－４ 造花 

Ｃ５－２９ 飲食用容器部品及び付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

菓子用柄 菓子用串 かまぼこ板 

菓子用台座 食品飾り具 ケーキ用飾り具 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

製造食品の部品及び付属品を分類する。 

食品を直接に支持又は装飾などするものを分類する。 

1164896号 
ケーキ載置台 

1090749号 
鯉のぼり型装飾品 

1063335号 
冷菓用スティック 

1056394号 
菓子用柄 

1065529号 
食品包装用 
  模造腸管 

916202 号

 
米飯用具受け皿 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

造花（Ｃ２－４）は含まない。 

飲食用容器部品及び付属品（Ｃ５－２９）の食器用飾り笹、食器用飾り葉らん、食器用飾り具は含まない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

菓子用柄 食品飾り具  

   

 


